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船舶事故調査報告書 

 

                               令和５年４月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 作業員負傷 

発生日時 令和４年１月１７日 １０時００分ごろ 

発生場所 神奈川県藤沢市江の島南方沖 

 江ノ島灯台から真方位１６８°２.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°１５.８′ 東経１３９°２９.３′） 

事故の概要  作業船第五幸陽
こうよう

丸は、土運船ＳＲ
エスアール

－５０１に接舷して作業員の移

乗中、作業員が負傷した。 

事故調査の経過  令和４年２月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 作業船 第五幸陽丸、１７トン 

 ２００－２３８２１神奈川、有限会社森元船舶 

 １１.９９ｍ（Lr）×４.５０ｍ×１.９９ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３６.００kＷ、平成４年１１月 

Ｂ 土運船 ＳＲ－５０１、５３８トン（排水トン数） 

   なし、山陽建設株式会社 

   ３８.５ｍ（Lr）×１１.０ｍ×３.６ｍ、鋼 

   非自航、なし、令和２年（製造） 

   （写真１、図１参照） 
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写真１ Ｂ船の外観（土運船所有者提供） 

 

 

 

 

 

 

図１ Ｂ船の一般配置図（抜粋） 

 乗組員等に関する情報 船長 ５６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  平成７年７月２６日 

  免許証交付日 令和２年６月１９日 

         （令和７年７月２５日まで有効） 

作業員 ７０歳 

 死傷者等 重傷 １人（作業員） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：波向 西南西、波高 約１.１ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長が１人で乗り組み、浚渫工事に伴う残土処理の目的

で、残土を積載して作業員１人が乗った土運船をえい
．．

航し、令和４年

１月１７日０９時２０分ごろ、神奈川県三浦市三崎港に向け、藤沢市

片瀬漁港を出発した。 

 Ａ船は、押船が押してきた空船であるＢ船と、Ａ船がえい
．．

航してき

た土運船とを三崎港で交換し、Ｂ船を片瀬漁港までえい
．．

航する予定で

あったものの、浚渫の遅れにより押船が江の島南方沖まで航行してい

たので、急遽場所を変更して江の島南方沖で土運船の交換を行うこと
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とした。 

 船長は、江の島南方沖に到着したのち、波浪が南寄りであり、Ｂ船

が北西方を向いて漂泊していたので、風下側となるＢ船の右舷側から

接近し、Ａ船の船首をＢ船の右舷中央部に接舷させ、作業員をＢ船に

移乗させることとした。 

船長は、土運船に取っていたＡ船のえい
．．

航索を作業員に放させ、え
．

い
．
航索を手で巻き取り、土運船に接舷して作業員をＡ船に乗せたの

ち、Ｂ船の北東方に回り、Ｂ船に向かって南西進しながら接近した。 

 作業員は、ふだん、Ａ船の船首が土運船に接触して反動で一度離

れ、再び接触したのちにＡ船の体勢が安定することが多かったので、

Ａ船の船首が再接触するタイミングで、土運船のタイヤフェンダーに

飛び移り、土運船のタイヤフェンダーを登って乗り込んでいた。 

作業員は、当時も一度離れた後の再接触でＡ船の体勢が安定すると

思い、Ａ船の船首が再びＢ船に接触したタイミングで、Ａ船の潰れた

タイヤフェンダーの隙間となるＡ船の船首部の防舷材に左足を乗せ、

Ｂ船のタイヤフェンダーに飛び移ろうとしたところ、Ａ船の船首がも

う一度反動でＢ船から離れて潰れていたＡ船のタイヤフェン ダーが

元に戻り、１０時００分ごろ、Ａ船の船首部の防舷材とＡ船のタイヤ

フェンダーとの間に左足が挟まれた。（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船の船首部及び作業員が足を置いた場所 

 

 作業員は、Ａ船の船首が再びＢ船に接触したことで左足が抜けたの

でＢ船のタイヤフェンダーに飛び移り、Ｂ船に乗り込んでＡ船のえい
．．

航索をＢ船の船首に取り、Ｂ船に乗ったままＡ船によって片瀬漁港ま

でえい
．．

航された。 

作業員は、浚渫作業が終わったのち、左足の不調を船長等に訴え、

タイヤフェンダー 

防舷材 
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自家用車で病院に搬送され、左第２中足骨、立方骨、第３楔状骨骨折

等と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  作業員は、ふだん、さんま漁を行う漁船の甲板員として就業し、休

漁期に土運船等の作業員として就業しており、作業員としての経験は

約４５年であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、江の島南方沖において、Ｂ船に接舷中、作業員が、Ａ船の

船首部がＢ船に接触して一度離れた後の再接触でＡ船の体勢が安定す

ると思い、Ａ船の船首が再びＢ船に接触したタイミングで、Ａ船の潰

れたタイヤフェンダーの隙間となるＡ船の船首部の防舷材に左足を乗

せたことから、Ａ船の船首がもう一度反動でＢ船から離れて潰れてい

たＡ船のタイヤフェンダーが元に戻り、Ａ船の船首部の防舷材とＡ船

のタイヤフェンダーとの間に左足が挟まれて負傷したものと考えられ

る。 

 作業員は、ふだん、Ａ船の船首が土運船に接触して反動で一度離

れ、再び接触したのちにＡ船の体勢が安定することが多かったことか

ら、Ａ船の船首が再接触するタイミングで、土運船のタイヤフェン 

ダーに飛び移り、土運船のタイヤフェンダーを登って乗り込んでいた

ものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が江の島南方沖でＢ船に接舷中、作業員が、Ａ船の

船首部がＢ船に接触して一度離れた後の再接触でＡ船の体勢が安定す

ると思い、Ａ船の船首が再びＢ船に接触したタイミングで、Ａ船の潰

れたタイヤフェンダーの隙間となるＡ船の船首部の防舷材に左足を乗

せたため、Ａ船の船首がもう一度反動でＢ船から離れて潰れていたＡ

船のタイヤフェンダーが元に戻り、Ａ船の船首部の防舷材とＡ船のタ

イヤフェンダーとの間に左足が挟まれたことにより発生したものと考

えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船舶に乗船する者は、変形するタイヤフェンダーなどの隙間に足

を入れないよう注意すること。 

 ・船舶の乗組員は、船舶を接舷させて移乗する際には、船舶同士を

係留するか、又は一方の船舶を他方の船舶に押し付けるなどした

のち、両船の体勢が安定したのを確認してから移乗すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（令和４年１月１７日 

１０時００分ごろ発生） 

Ａ船 

Ｂ船 

藤沢市 

鎌倉市 

神奈川県 

神奈川県 

片瀬漁港 

江の島 


